
 

 

ふくしまの高校生英語力診断に関する業務委託仕様書 (プロポーザル用) 

 

１ 目的 

本仕様書は、「ふくしまの高校生英語力診断に関する業務」（以下「本事業」とい

う。）を円滑かつ効果的に運営するため、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 事業実施の背景及び趣旨 

  将来を予測することが極めて困難な社会を生きる子どもたちにとって、国際共通語としての

英語によるコミュニケーション能力はこれまで以上に必要となっており、英語を「聞く」「読む」

「話す」「書く」４技能のバランスのとれた育成が重要である。 

本事業は、県内の１・２年生に英語４技能を測ることができる民間試験を受験させ、生徒が

自身の実力を把握し、目標を設定して学習サイクルを構築するとともに、結果の分析及び検証

を通して、英語４技能をバランス良く育成するための効果的な指導と評価を確立させることで、

生徒の英語力向上に資することを目的とする。 

また、モデル校にＡＩによるスピーキング学習を授業などに取り入れることで、生徒の英語

学習への意欲を高めるとともに、英語４技能をバランス良く育成する授業づくりを支援し、生

徒の英語による発信力を強化することで、総合的な英語力の育成を図るものである。 

 

３ 委託期間 

委託契約締結の日から令和６年１２月２０日（金）までの期間 

 

４ 事業対象 

  【英語民間試験実施校（以下、実施校とする。）】 

  県立高等学校２２校の１年生と２年生、９，４７１名とする。 

  【ＡＩを活用したスピーキング学習導入校（以下、モデル校とする。）】 

  県立高等学校４校の１年生と２年生、１，６１５名とする。 

 

５ 年間スケジュール 

（１）英語民間試験の実施（７月１日～８月３０日） 

   会場：福島県内の県立高等学校（実施校２２校） 

   対象：実施校の１・２年生 ９，４７１名 

   内容：事前指導資料の配付または案内 

英語力を４技能別にＣＥＦＲレベルで測定できるテストの実施 

      生徒の英語学習に関する意識調査の実施 

（２）ＡＩを活用したスピーキング学習の導入 

   会場：福島県内の県立高等学校（モデル校４校）及び生徒の自宅 

   対象：モデル校の１・２年生 １，６１５名 

   内容：英語を話すことのＣＥＦＲレベル向上を図るスピーキング学習 

 



 

 

（３）英語民間試験の結果分析 

   内容：分析資料作成および印刷 

      実施校の生徒・教員への成績表の提供 

県教育委員会への成績及び分析結果の提供 

      実践事例についての情報提供 

      ＡＩによるスピーキング学習との相関等の分析・検証 

      生徒の英語力向上に係る情報提供 

（４）分析会及び研修会の実施 

   日時：令和６年１１月２６日（火）予定（オンライン開催）  

   対象：実施校の英語担当教員及び参加を希望する県内の英語担当教員 

   内容：外部講師による最新の英語教育の動向や指導・評価に関する基調講演 

      ＣＥＦＲレベル向上に向けた指導・評価等に関するワークショップ 

授業実践の好事例の共有 

 

６ 業務内容 

（１）ＡＩによるスピーキング学習実施業務 

（２）英語民間試験実施業務 

（３）英語民間試験分析業務 

（４）分析会及び研修会実施業務 

 

７ 成果品等 

  受託者は、上記「５」の成果品として、次の２点を提出する。 

（１）令和６年度「ふくしまの高校生英語力診断」業務実績報告書（様式任意） 

   ＡＩによるスピーキング学習と英語民間試験の実施状況を区別すること。 

（２）英語民間試験分析結果報告書（様式任意） 

（３）事前及び事後指導教材 

 

８ その他の条件等 

・ 本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたとき

は、高校教育課と受託者が協議のうえ、定めることとする。但し、明示のない事項に

あっても、社会通念上当然必要と思われるものについても本業務に含まれるものとす

る。 

・ 業務の一部を第三者へ再委託する場合、再委託先、金額、業務体制などを高校教育

課に申告し、了承を得ること。なお、再委託先への指示、業務管理を徹底すること。 

・ 個人情報の取り扱いについては、別紙個人情報取扱特記事項により十分留意し、情

報漏洩が生じないように管理すること。 

（１）ＡＩによるスピーキング学習実施業務 

   ① 生徒が各自の端末を使用して実施できること。 

      ② 授業内で実施する際は、各学校の教室（１教室４０名を想定）において一斉に活



 

 

動ができること。 

   ③ 自宅でも利用可能であること。 

   ④ 必要に応じ、申込方法等の事前説明会を設定すること。 

   ⑤ サービスの利用に係る推奨環境についての情報提供や接続の不具合等に対応でき

ること。  

（２）英語民間試験実施業務 

① 各学校を会場として、英語４技能について、ＣＥＦＲ Ａ２及びＢ１レベルの測定

が可能な試験を実施できること。 

② 英語４技能に係るすべての試験を、授業日に、かつ、３コマ以内程度（１コマ５０

分単位）で実施できること。試験実施日にやむを得ない理由により欠席した生徒に

対して、事後に受験できること。 

③ 生徒が各自の端末を使用して試験を実施できること。「話すこと」の試験について

は、ヘッドセットの貸し出しが可能であること。 

④ 学校の教員が問題冊子及び解答用紙の配付・回収、時間管理等の試験に係る業務

を行うことができること。 

⑤ 生徒の英語４技能を個別に測定でき、全体の成績はＣＥＦＲ基準に照合すること

が可能であること。 

⑥ 実施テストは自治体での複数の採用実績、日本国内及び県内で一定数以上の受験

者数があり、データの信頼性が高いものを提供すること。 

⑦ 試験の各学校での実施に係る一切の業務（申込受付、学校実施日調整、試験実施に

係る問合せ、試験資材の送付・返却）を行うこと。 

⑧ データ分析及び効果的な指導法の検討、実践、検証等を鑑み、上記４の生徒に対し

て、試験を７月１日～８月３０日に遺漏なく実施できること。 

⑨ 実受験者数を、１０月中旬までに報告できること。 

⑩ 生徒が試験を受験するに当たり、生徒向けに紙・音声・ＷＥＢなど事前及び事後指

導教材を案内できること。 

⑪ 試験結果（生徒個人用及び学校用）を、試験実施日から２ヶ月以内に遺漏なく各学

校へ送付できること。 

⑫ 生徒個人用の試験結果については、紙媒体で提供でき、英語４技能別ごとの得点

や生徒のＣＥＦＲ基準を示すことができるとともに、具体的な英語学習のアドバイ

スが記載されている等、生徒の英語学習の質的改善につながる工夫がなされている

こと。 

⑬ 学校用の試験結果については、４技能ごとにデータを分析し提供するとともに、

併せて効果的な指導法を具体的に提示できること。なお、学校用の試験結果を、各学

校及び委託者に紙媒体２部及びデータで提供できること。 

⑭ 受験後、結果概要をまとめた学校用及び生徒用分析結果が各校に提供され、技能

別に全国結果との比較や改善に向けたアドバイスがされていること。 

⑮ 試験結果を学校ごとにまとめ、学校別、県全体、ＡＩによるスピーキング学習実

施との相関など様々な分析結果を委託者へ提出すること。 



 

 

⑯ 実施校へのテストに関わる機材等の手配、送付及び回収は、受託者が行うこと。 

⑰ 受験に係る推奨環境についての情報提供や接続の不具合等に対応できること。 

（３）英語民間試験分析業務 

① 実践事例の作成及び印刷は本委託業務の内容に含むこと。 

② 生徒の英語力について、ＣＥＦＲレベルなどを用いて、幅広い範囲を正確に客観 

的に測定できること。 

（４）分析会及び研修会実施業務 

① テスト結果返却後に民間試験実施校の担当教員を対象に研修会を実施すること。 

② 授業改善や学習評価の改善につながるように、研修の在り方を提案し、委託者の

求めに応じて実施すること。 

③ 委託者の求めに応じて打ち合わせ等を行い、外部講師の手配や、内容についての

助言を行うこと。 

④ 研修会に係る資料の作成及び印刷は本委託業務の内容に含むこと。 

⑤ 研修会に係る外部講師の謝金等の支払いは、委託者が行う。 

⑥ 研修については以下の通りとする。 

・英語民間試験結果分析について説明 

・英語４技能を育成するための指導・評価等に関するワークショップ 

・外部講師による最新の英語教育の動向や指導・評価に関する基調講演 
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別記（その１） 

個人情報取扱特記事項 

  （基本的事項） 

 第１ 乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならな

い。 

   （秘密の保持） 

 第２ 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。  

 ２ 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその

在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな

らないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。  

  （収集の制限） 

 第３ 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成す

るために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。  

   （目的外利用・提供の禁止） 

 第４ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を

契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。  

  （安全管理措置） 

 第５ 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全

管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、

滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関

する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び「個人情報の保護に関する法律についての

ガイドライン（行政機関等編）」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければなら

ない。 

   （複写・複製の禁止） 

 第６ 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人

情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。  

  （作業場所の指定等） 

 第７ 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分（以下「個人情報取扱事務」という。）

について、甲の指定する場所で行わなければならない。  

 ２ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う

個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。  

  （資料等の返還等） 

 第８ 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記

録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消

去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この

限りでない。 

 ２ 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する

場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならな

い。 

 ３ 乙は、第１項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の

消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確
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認を受けなければならない。 

   （事故発生時における報告等） 

 第９ 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事

態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなけ

ればならない。 

 ２ 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を

講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。  

  （調査監督等） 

 第 10  甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対し

て必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことが

できる。 

 ２ 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応

じなければならない。 

  （指示） 

 第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な

指示を行うことができる。 

  （再委託の禁止） 

 第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者（再委託先が子

会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をい

う。）である場合を含む。以下次項において同じ。）に委託してはならない。  

 ２ 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約

により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければな

らない。 

  （労働者派遣契約） 

 第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合に

は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しな

ければならない。 

  （損害賠償） 

 第 14 乙又は乙の従事者（乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。）の責め

に帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故

が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。  

 ２ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は

遅滞なく甲の求償に応じなければならない。  

  （契約解除） 

 第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が

認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の

違約金は契約書本文の定めるところによる。  

 

 注１ 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。  



別記第１号様式（仕様書第７（１）関係） 

 

委 託 業 務 着 手 届               

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 福島県教育委員会教育長 様 

 

 

                                      受託者 住所 

名称 

代表者職・氏名               

 

 

 令和 年 月 日付で締結した下記委託業務は、令和 年 月 日付で着手しましたので届け出ま

す。 

記 

１ 業 務 名  ふくしまの高校生英語力診断に関する業務委託 

 

２ 委託料の額  金          円 

         （うち消費税及び地方消費税の額       円） 

 

３ 委 託 期 間       着  手  令和  年  月  日 

         履行期限  令和  年  月  日 

 

  



別記第２号様式（仕様書第７（２）関係） 

 

委 託 業 務 完 了 報 告 書                 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 福島県教育委員会教育長 様 

 

 

                                      受託者 住所 

名称 

代表者職・氏名               

 

 

 令和 年 月 日付で締結した下記委託業務は、令和 年 月 日完了しましたので、報告します。 

記 

１ 業 務 名  ふくしまの高校生英語力診断に関する業務委託 

 

２ 委託料の額  金          円 

         （うち消費税及び地方消費税の額       円） 

 

３ 委 託 期 間       着 手  令和  年  月  日 

         完 了  令和  年  月  日 

 

 


